
関東地方整備局　利根川下流河川事務所　経理課

株式会社四門

別表のとおり

関東地方整備局　利根川下流河川事務所　技術担当副所長　　宛て

６．手続き等の
　　問合せ先

令和　７年　４月１１日～令和　８年　１月３１日

国土交通省関東地方整備局

〒２８７－８５１０　千葉県香取市佐原イ４１４９

　貴社が受注した下記の業務について、用地関係業務成績評定要領に基づき評定し
た結果を通知します。
　なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、こ
の書面の通知を受けた日から起算して14日（休日を含む。）以内に、書面により、
説明を求めることができます。
　疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。
　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問合せ先は下記
のとおりです。

〒２８７－８５１０　千葉県香取市佐原イ４１４９

国関整利下経第６３号

　　　　　　三枝　伸太郎

〒１０１－００６１

　利根川下流河川事務所長

１．業務名

令和８年　３月　４日

２．履行期間

Ｒ７利根川下流河川用地補償総合技術業務

３．完了検査年月日

ＴＥＬ０４７８－５２－６３６２（代）内線２２０

代表取締役　寶土　大亮　殿

用 地 関 係 業 務 成 績 評 定 通 知 書

東京都千代田区神田三崎町２－４－１

令和　８年　２月　３日

記

５．送付先

４．評定点
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別表②

業務名：

8.0 点

業務執行に係る過失に伴う減点

／目的と内容の理解

Ｒ７利根川下流河川用地補償総合技術業務

8.3 点

12.0 点

36.0 点的確な履行

評定点の小計（注２）

業務評定・主任担当者

6.0 点

責任感、積極性、発注者側の
視点

項 目 別 評 定 点

100 点総合評定点

打ち合わせの理解度

注）１．各評価項目の評定点は、小数第二位を四捨五入して表示している。
　　２．評定点の小計は、小数第一位を四捨五入し整数としている。

担当技術者
（業務従事者）
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業務目的の達成度
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